
「審査基準日以前に６ヶ月を超える恒常的な雇用関係」の期間計算の取扱いについて 
 
 
 
 
１．「審査基準日以前に６ヶ月を超える恒常的な雇用関係」の期間計算は以下の通りとする。 
 
（１）審査基準日（決算日）の前日を起算日とする。 
（２）起算日の６ヶ月前の月の応当日の翌日を６ヶ月前とする。ただし、応当日が存在しない場合
には翌月の初日を６ヶ月前とする。 

（３）６ヶ月前の前日を６ヶ月と１日前とする。 
 
 
 
２．審査基準日（決算日）から６ヶ月と１日前以前から恒常的な雇用関係のある技術者を評価対象と 
する。代表的な審査基準日等での各該当日は下記の通り。 

 
 

記 
 
                                  （平成２４年経審対応版） 

審査基準日（決算日） 起算日 ６ヶ月前 ６ヶ月と１日前 
平成２３年 ７月３１日 平成２３年 ７月３０日 平成２３年 １月３１日 平成２３年 １月３０日 

平成２３年 ８月３１日 平成２３年 ８月３０日 平成２３年 ３月 １日 平成２３年 ２月２８日 
平成２３年 ９月３０日 平成２３年 ９月２９日 平成２３年 ３月３０日 平成２３年 ３月２９日 
平成２３年１０月３１日 平成２３年１０月３０日 平成２３年 ５月 １日 平成２３年 ４月３０日 
平成２３年１１月３０日 平成２３年１１月２９日 平成２３年 ５月３０日 平成２３年 ５月２９日 
平成２３年１２月３１日 平成２３年１２月３０日 平成２３年 ７月 １日 平成２３年 ６月３０日 
平成２４年 １月３１日 平成２４年 １月３０日 平成２３年 ７月３１日 平成２３年 ７月３０日 
平成２４年 ２月２９日 平成２４年 ２月２８日 平成２３年 ８月２９日 平成２３年 ８月２８日 
平成２４年 ３月３１日 平成２４年 ３月３０日 平成２３年１０月 １日 平成２３年 ９月３０日 
平成２４年 ４月３０日 平成２４年 ４月２９日 平成２３年１０月３０日 平成２３年１０月２９日 
平成２４年 ５月３１日 平成２４年 ５月３０日 平成２３年１２月 １日 平成２３年１１月３０日 
平成２４年 ６月３０日 平成２４年 ６月２９日 平成２３年１２月３０日 平成２３年１２月２９日 
平成２４年 ４月 １日 平成２４年 ３月３１日 平成２３年１０月 １日 平成２３年 ９月３０日 
平成２４年１０月 １日 平成２４年 ９月３０日 平成２４年 ３月３１日 平成２４年 ３月３０日 
平成２４年 ６月１５日 平成２４年 ６月１４日 平成２３年１２月１５日 平成２３年１２月１４日 
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